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プログラム 

 

総合司会：新矢 麻紀子(大阪産業大学教養部准教授) 

■ 第1部：基調講演：小森 陽一(東京大学大学院総合文化研究科教授) 

◆「21世紀、日本語教育のはたすべき役割」                     13:30～14:30 

Ｑ＆Ａ 14:30～15:00  

■ 第2部：パネルディスカッション 

◆「地域が輝く、日本を変える、日本語教育」                  15:20～17:30 

発題者１：宮崎 里司(早稲田大学院日本語教育研究科教授)         15:20～15:40 

 ◇「外国人の学習権保障と日本語教育」 

 義務教育未修了者に対する学習権保障の観点から、学齢超過の外国人、公立中学校夜

間学級で学ぶ外国人生徒や、尐年院の外国人収容者に対する日本語教育の充実を図る

ため、省庁間の横断的な取り組みの必要性について、問題提起する。 

 

発題者２：野山 広(国立国語研究所日本語教育研究・情報センター上級研究員)  

   15:40～16:00 

 ◇「地域が輝く！？：「日本語学習支援」の現場から見えてくること」 

    地域の日本語学習支援の現場は、日本の多言語・多文化化の拠点であり、水際と

なっている場合が多い。水際の水先案内人や繋ぎ役と交流した人々がなぜ輝いてい

るのかについて考察しながら、コーディネータが担う役割の重要性について論じる。 

 

発題者３：平高 史也(慶應大学総合政策学部教授)               16:00～16:20 

 ◇「日本を変える「日本語教育のスタンダード」」 

   「日本語教育のスタンダード」はコースデザインや評価のツールとしてばかりで

はなく、日本語母語話者の言語能力の評価や国語教育の見直し、多言語・多文化化

が進む国際社会への橋渡しの可能性も秘めていることを論じる。  

コメンテータ：小森 陽一             16:20～17:20 フロアーとの対話 

  司 会：木村 哲也(杏林大学外国語学部非常勤講師) 
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日本語教育のオールジャパン体制と日本語教育学会 

尾﨑 明人 日本語教育学会会長 

 

 外国人の受け入れを推進すべきだとする産業界などの意見がある一方で、受け入れについて社会的

合意が形成されているとは言えない。外国人受け入れの基本方針と具体的な政策を明確に打ち出すよ

う政府に要望したい。また、受け入れた人々が母語ではない日本語を使いながら日本社会の構成員と

して自立した生活を送るには日本語能力が不可欠であることから、公的日本語教育の体制を早急に整

備することも要望したい。 

日本にはすでにニューカマーとよばれる永住型外国人が百万人以上生活しているが、これらの人々

に対する日本語教育はボランティアに依存している。この現状を放置したまま、外国人を受け入れつ

づけるならば、将来の日本に大きな不幸をもたらすことになるだろう。まずは、すでに日本に暮らす

定住型外国人に対して一定程度の日本語教育を公的に保障する教育体制を整備し、必要な法律の制定

を考えるべきである。 

一方、海外に目を転じると、３百万人を超える人々が日本語を学んでいる。また、企業活動のグロ

ーバル化を考えると、アジアを中心に相当数の人が日本語を使っていると推測される。海外の日本語

学習者、使用者が増えることは、日本を知る人が増えることであり、日本の安全保障にもつながるこ

とである。各国・地域と連携して日本語教育の振興を図ることも喫緊の課題である。 

日本語教育の政策を立案するためには基礎的な調査研究が欠かせない。国の政策研究機関が必要で

ある。また、立案した政策を推進するには、組織と人が必要である。人材確保のための予算措置をせ

ずに日本語教育の成果を期待することは無理である。しかし、日本語教育のためにどれだけの国家予

算が使われているか、また、その予算がどのように活用されているかについて十分な情報は公開され

ていないようである。 

日本語教育にかかわる省庁には、文科省、文化庁、外務省、厚労省、経産省、総務省、法務省、内

閣府などがあり、独立行政法人として国際交流基金、国際協力機構、日本学生支援機構がある。公益

法人としてはアジア福祉教育財団、中国残留孤児援護基金、国際研修協力機構、日本国際協力センタ

ー、海外技術者研修協会、日本語教育振興協会、国際厚生事業団などがあり、IOM 国際移住機関も日

本語教育にかかわる仕事を行っている。これらの省庁や機関・団体が蓄積している知見と人材、予算

を有効に活用し、日本全体として効果的な日本語教育の実施体制を作り上げることはできないだろう

か。オールジャパン体制の構築である。 

日本語教育学会はオールジャパン体制の一翼を担う責務がある。学会は、日本語教育の実践研究、

日本語能力や日本語教育能力の測定・評価にかかわる研究、学習者の多様なニーズに応えられる教師

の育成、教師間ネットワークの構築、学習・教育リソースの拡充などを進めることによって日本語教

育政策の立案と推進に貢献できるはずである。 

日本語教育学会は、これまで政府や政党、国会議員に対して国立日本語教育研究所や日本語教育の

マスタープラン、オールジャパン体制が必要であることを訴えてきた。さらに、一歩進めて、国内外

の日本語教育の振興を目的とする法律の制定を関係機関に働きかけていくことは学会の使命の一つで

ある。日本語教育振興法法制化ワーキンググループの活動に期待し、最終報告を待ちたい。 
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法制化ＷＧとシンポジウム―日本語教育の未来への一歩として 

新矢 麻紀子 

 

 「日本語教育振興法法制化ワーキンググループ（法制化ＷＧ）」は、2008年11月から日本語教育学会

の有志メンバーが活動を始め、2009年8月からは学会のワーキングループとして正式に活動を開始し、

その頃からわたしも参加するようになりました。このＷＧは、国内外の外国人への日本語教育に関す

る法律の整備を目指して発足したものですが、メンバーが毎月集まって、あるいはメールで議論する

なかで、わたしたちが共有したことは、これからの日本語教育支援施策を整備していくためには、日

本在住外国人の日本語教育を超えて、日本語の教育を考えていく必要があるということです。2010年3

月20日のシンポジウムがＷＧのお披露目と紹介を目的とした初舞台だったとすれば、第二ステージで

ある今回のシンポジウムは、より包括的な視点から今後の日本語教育をいかに構築していくかを多く

の人たちと語り合おう！というもので、ＷＧメンバーの1人である木村哲也さんが熱い想いで企画して

くれました。 

お忙しいなか何回もの事前打ち合わせにお時間を取ってくださり、メモを取りながらわたしたちの

話を頷きながら聞いてくださった小森さんの基調講演が、そして教育や研究の最前線を伝える3人のパ

ネリスト、宮崎さん、野山さん、平高さんの発題がどんなものなのか、またそれを受けた会場の参加

者とのやり取りがどうなるのか、わくわくドキドキ、そして尐しヒヤヒヤしながら待ちたいと思いま

す。 

わたし自身の地域日本語というフィールドでの課題でもある、外国人と日本人、非母語話者と母語

話者、マイノリティとマジョリティを結ぶ日本語教育のあり方を、この機会にあらためてじっくり考

えてみたいと思っています。 
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《 第一部 基調講演 》 
 

２１世紀、日本語教育のはたすべき役割 

                                 小森  陽一 

 

 21世紀の「日本語教育」を考えるにあたって、『日本語が亡びるとき－英語の世紀の中で－』(筑摩書

房、2008)の著者水村美苗氏の次のような現状認識を、私たちは共有しておかなければならない。「今世

紀に入って急速に普及したインターネットの出現ˈˈしかも、英語が＜普遍語＞となったのと時を一

にしたインターネットの出現は、今まで日本語という＜書き言葉＞を護ってきた地理的条件を、徹底

的に無意味なものにしてしまった」。 

 「地理的条件」とは「四方を海で囲まれ」ているということだ。「漢文圏に属していたとき漢文から

日本語を護ってくれた日本の地理的条件は、これから先、日本語を護ってはくれない」、「日本人は日

本語は「絶対、大丈夫」という信念を捨てなければならないときに来ている」という現実を認めるこ

と。 

 もう一つは、「日本は衰退過程に入っており、このままでは持続できない状態になっている。そして、

そのことを自己認識しなければ、この社会はいずれ滅びるだろう」、「現実を避ければ避けるほど、滅

びはますます現実化してしまう」という。『新興衰退国ニッポン』の著者、金子勝氏と児玉龍彦氏の指

摘を共有することである。 

 東京23区では、就学援助を受けている子どもは25%、４人に１人であり、大阪府では30%、３人に１

人である。全国的には７人に１人の子どもが貧困状態に陥っている。この事実は年収200万以下の労働

者が１千万人を超え、国民の７人に１人が相対的貧困におかれていることと結びついている。 

 とくに、母子家庭の貧困率は先進国の中で世界第２位という状態である。多くの母子家庭の母親は

養育費を得ることのできないまま、子育てを一人でせざるをえない状況に置かれている。不安定な時

給制の低賃金の仕事にしかつけないため、二つか三つの仕事を掛け持ちし、夜間や土日にも働くこと

になる。保育園に預けられない待機状態の場合、子どもは、一人遊びの道具をあてがわれ、長時間一

人で放置されることになる。 

 五歳までの、人間の遺伝子に書き込まれた言語習得能力（いわゆる「学習」とは異なる能力）が機

能している成長期間、子どもは周囲の大人や年長の子どもたちの言葉を、たとえ自分に直接向けられ

たものでなくとも、滝のように浴びつづけることによって、「母語」と言われる言葉を身につけていく

のである。その時期の子どもが、親と子の言葉の交わし合いの時間を奪われ、他の人間との言葉のや

りとりの機会から排除されたらどうなるのか。子どもの貧困は日本語の危機と直結しているのだ。 

 この間様々な学習障害が脳の機能障害として位置づけられてしまう傾向が強かったが、人間の言語

脳は、五歳までの言語環境によって発達するのであり、子どもの置かれた環境と完全に切り離すこと

はできない。 
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 かつては地域の社会的共同性が機能し、隣近所の子どもの世話を周囲でする関係性が維持されてい

たが、現在の大都市においては、そうした地域の社会的共同性を、自然発生的に期待することはでき

ない。 

 しかし、子どもの貧困は、子ども自身には全く責任はない。「自己責任論」は一切通用しない、究極

の貧困なのである。たまたま貧困な家庭に生まれたことで、一人の人間のすべての可能性が奪われて

いいはずはない。 

 制度それ自体に多くの問題が残るにしても、いわゆる「子ども手当」をめぐる議論をとおして、す

べての子どもを社会全体の責任において保護し育んでいく必要があるという、社会的合意が、ようや

くこの国でも形成されつつある。この合意を実践的に展開していくうえで、日本語教育の中で蓄積さ

れてきた経験は、きわめて貴重でかつ現実的な技能と情報と秘訣とを提供することになる。 

 定住外国人の児童生徒への日本語学習支援活動は、地域社会において官民学が一体となり、かつ省

庁横断的な形で、保護者を巻き込んだ活動を展開してきている。その中で生み出されてきた「日本語

学習支援コーディネーター」という役割を例にとってみる。 

 文化庁が2004年に刊行した『地域日本語学習支援の充実ʄʄ共に育む地域社会の構築へ向けてʄʄ』

の中で、「日本語学習支援コーディネーターの具体的役割」（杉澤経子・有田典代）として、「 住民と

して共に育む場の創造」、「 地域内ネットワークの構築」、「 学習者の地域参加の場作り」、「 問題意

識の共有と問段解決の仕組み作り」といった四つの役割があげられている。 

 「 地域内ネットワークの構築」の中に次のような指摘がある。「生活面の問題に対応するためには、

保健・福祉、子供の教育、住宅など、該当する窓口の行政職員との連携を図ることや、外国人特有の

労働問題や法律問題、異文化による心の問題などに関しては弁護士や医師などの専門家との協働も視

野に入れる必要があります」。この指摘の中における「外国人」と「異文化」を、「貧困」に置き換え

るなら、この間湯浅誠氏を中心とする「反貧困ネットワーク」が、全国の「派遣村」の実践で行った

こと、また大阪や京都などで「子どもの貧困」に取り組んでいる諸団体が行った実践に完全に重なる

のである。 

 自然発生性にまかせる形で、日本人であれば「母語」としての日本語習得ができるという状況では

すでにない。今までのような、国語教育と日本語教育を差別化することは、現実的ではなくなってい

る。 

 あらためて「母語」だととらえてきた、即自的言語としての「日本語」を対自的に捉え直し、あら

ゆる世代が、「日本語」という言語について、それを習得しつつある者たちに、適確に教育できる能力

と具体的方法を身につけるべきときに来ていると思う。そのことはまた、世界各地でその地域の言語

とのかかわりで培われてきた日本語教育の経験と成果、それに基づく教育方法を日本で集積すること

とつなげなければならない。 
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《 第二部 パネルディスカッション 》 
 

外国人の学習権保障と日本語教育 

宮崎 里司  

 

非識字の問題は、発展途上国の教育課題であるという捉え方は、明らかに不見識である。夜間中学

校関係者が文部科学省の学校基本調査等を利用した推計では、百数十万人の義務教育未修了者がいる

模様だが、2003年から2005年の3年間に、教育分野における低開発諸国への ODA 援助実績は、フラン

スに次いで第二位（30億6800万ドル）であるにも関わらず、国内の義務教育未修了者に対する教育保

障は驚く程低い。 

現在、公立夜間中学校は、8都府県に35校に限られているため、遠距離通学などのため、大多数は入

学を断念している。また、中学卒業資格の得られる通信制中学は全国に１校しかなく、しかも東京都

に在住在勤という縛りがある。発題者は、2002年12月に締結された早稲田大学と墨田区との産学連携

協定の事業に関わったことを契機に、大学で創生された「知」の財産を、社会で援用し、同時に実践

共同体である、社会現場からも学び取る、日本語教育研究者の養成を目指すという理念の下、2004年

度5月より、区立文花中学校夜間学級での日本語教育支援を実施している。そうした中、全国夜間中学

校研究会が、2008年12月の研究大会において、義務教育の保障を国等に求め提案した、「すべての人に

義務教育を！21世紀プラン」を採択した。また、義務教育未修了者などが申立人となって、日本弁護

士連合会へ人権救済申立を行った結果、2006年8月10日に国へ「学齢期に修学することのできなかった

人々の教育を受ける権利の保障に関する意見書」を提出するまでにこぎつけた。一方、外国人集住都

市会議では、2006年11月21日に「よっかいち宣言」を出し、義務教育年齢を超過した者のための「夜

間中学校開設」等を強く求めているが、ユネスコ学習権宣言等に倣い、中国帰国者、在日韓国・朝鮮

人、15歳以上の新渡日外国人（ニュー・カマー）の学習権を損なわせないためにも、国籍を超えた、

普通教育(義務教育)を受ける権利の実質保障をしなければならない。 

さらに、神奈川県横須賀市にある久里浜尐年院は、主として家庭裁判所から保護処分として送致さ

れた者を収容する矯正施設であるが、唯一、外国人専用の寮を備えた国際科があることでも知られて

いる。そこでは、院内生活、非行原因の除去や社会復帰のために日本語指導が行われているが、収容

者の半数は中学卒業資格しかなく、残りも高校１年で中退した尐年で占められている。こうした問題

は、1990年に出入国管理法令の改正によって、就労制限のない定住の在留資格で居住するブラジル人

等が急増していることと無関係ではない。文部科学省では、2009年12 月に「定住外国人の子どもの教

育等に関する政策懇談会を設置し、日本語能力等に配慮した弾力的なカリキュラムの編成の検討や、

学齢超過者に対し、下学年で受け入れたり、夜間学級を活用することなどが提言されているが、問題

の根底には、外国人のリテラシーを、学習権の保障という観点から、十分に捉えられていない現状が

ある。 
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「地域が輝く！？：『日本語学習支援』の現場から見えてくること」 

―夢を語り合うことの重要性― 

                                  野山 広 

 

 2004年４月、日本経済団体連合会（以下、経団連）は、社会状況の変化に応じた外国人受け入れ施

策の一大転換（充実）へ向けて、受け入れに関する基本法の制定や多文化共生庁（外国人庁、移民

庁）の設置、さらには地域における日本語教育のプログラム化等も含む総合的な支援方策に関する指

摘を盛り込んだ「外国人受け入れ問題に関する提言」を行った。またこの提言と共振（シンクロ）し

たように、2003年、奥田碩氏（当時の経団連会長）が『人間を幸福にする経済－豊かさの革命』(PHP

新書)を、2004年には、坂中英徳氏（当時東京入国管理局長）が『外国人に夢を与える社会を作る－縮

小してゆく日本の外国人政策』（隣人親書）という本を出版した。どちらも、「幸福」や「夢」がキー

ワードになっていることからもわかるように、今後の日本が多言語・多文化社会、共生社会の実現を

目指すならば、共に生活する人同士ができる限り幸福をわかちあえるような社会・経済状況となるこ

とや、地域（コミュニティ）で夢を語り合えるような環境を醸成していくことが重要であることを指

摘している。 

これらの幸福や夢を実現できる豊かで柔軟性の高い社会を築くことは決して容易ではない。実現す

るためには、共生社会の現実について認識しながら、その在り方（行く末）に関する議論をできる限

り冷静に、建設的に行い、異なり（異なる言語・文化背景や違う価値観等）を持った人々に対する偏

見や差別を軽減する工夫をいかに図るかも含めて、同じ地域内に生活する隣人として共存してゆく覚

悟を決めることが必要となってくる。 

 こうした中、2004年８月『地域日本語学習支援の充実－共に育む地域社会の構築へ向けて－』（国立

印刷局、文化庁編）が出された。この本は、1994年～2000年度まで全国８地域（文化庁委嘱）で実施

した地域日本語教育推進事業の報告書で出された提言や知見等（適切な日本語教室の設置・運営の重

要性、リソースセンターやコーディネーターの必要性・重要性、ネットワーク構築の重要性など）を

踏まえ、かつ、地域日本語学習支援の現場の事例や関連情報を盛り込みながら、先述の覚悟を決める

際の基礎資料となる「地域における日本語学習支援の基盤となる考え方や方法論を示した『羅針盤』」

として発行されたものである。 

 この報告書だけでなく、その後出された地域日本語教育関連の報告書、資料、著作、論文などの内

容や指摘を踏まえるなら、地域の日本語学習支援の現場は、日本の多言語・多文化化の拠点であり水

際となっている場合が多いことが窺える。また、水際の支援者や、水先案内人・繋ぎ役として交流活

動に関わった人々は、なぜか、輝いて来る（輝いている）場合が尐なくない。本発表では、この背景

や理由について考察しながら、支援活動の醍醐味やコーディネーターが担う役割や、「夢を語り合うこ

と」の重要性について改めて指摘したい。 
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日本を変える「日本語教育のスタンダード」 

平高 史也 

 

2005年度に国際交流基金が開催した「日本語教育スタンダードの構築をめざす国際ラウンドテーブ

ル」以来、日本語教育の世界ではしばしば「スタンダード」ということばを耳にするようになった。

しかし、「スタンダード」が論じられるときにはＡ１からＣ２までの６段階の能力記述文ばかりが

取り上げられることが多く、また、その能力記述文もそのまま使うものだと誤解されていること

さえある。ここでは、国際交流基金が進めてきた「ＪＦ日本語教育スタンダード」の一連の作業、お

よびその成果としての『ＪＦ日本語教育スタンダード2010』（以下、両者をまとめて「ＪＦスタンダー

ド」と略記）を例に、現状ではまだ十分に理解されているとはいえない日本語教育の「スタンダー

ド」が秘めている新たな可能性について論じる。 

欧州評議会の CEFR（Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment）に代表される言語教育の「スタンダード」は、カリキュラムやシラバス

のデザイン、教材開発、試験の作成などのベースになる枠組みや目安、いいかえれば、言語教育

環境のデザインに必要な考え方や素材を提供するものである。こうしたメカニズムが生まれた背

景にはヨーロッパの多言語主義に見られる多様性の尊重がある。したがって、「ＪＦスタンダー

ド」も内に向かっては言語教育環境デザインのための、また、外に向かっては多言語主義の理念

を生かすベースとして機能する力を持っている。具体的には、以下の３つの特徴を中心に述べる。 

① 「ＪＦスタンダード」には各々の言語教育機関の事情に即して、さまざまな目的のた

めに、柔軟に使うことができる可変性がある。しかも、「ＪＦスタンダード」が

CEFR と同じ尺度を用いているため、「Can-do」という形式で示された能力記述文を、

各教育現場に合わせて書き直すことによって、他国で行われている日本語やその他の

言語の教育と同じ規準のコースがデザインできる。 

② 「ＪＦスタンダード」の根底にある行動主義の言語観や能力記述は、学校教育（国語、英

語）や職業訓練などにも応用することができる。 

③ 「ＪＦスタンダード」には多言語多文化化が進む国際社会への橋渡しの役割を果たす

可能性がある。すでにヨーロッパとは同じ枠組みで言語教育を論じることができるよ

うになったが、将来は、たとえば中国、韓国との間で「ＪＦスタンダード」を介した

中国語、韓国語とのネットワークを構築することができる。 

パネルディスカッションでは、「ＪＦスタンダード」が日本語を世界の諸言語の中に布置するこ

とによって、世界の言語学習者の選択肢を広げうることを述べる。このことは単一言語主義から多

言語主義（複言語主義）へのパラダイムシフトを促す大きな意味を持っている。 
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他者と共に生きるための日本語教育 

ˈ 21世紀型「日本語教育」の展開をめざしてˈ 

                                 木村 哲也 

 

 21世紀の「日本語教育」を考える上でまず重要なことは、これまでの「日本語教育」が自ら引き受

けてきた「外国人のための」という枕詞を返上することである。これまで、「外国人」と日本人をつな

ぐ「ことばの教育」に汗してきた日本語教育が、どこまで日本人・日本社会のために貢献できるか、

その真価が問われるのがこの21世紀である。 

 「21世紀を生きる子どもたちの教育の充実を図る」ことを目的に改訂された新「学習指導要領」に

は、「言語に関する関心や理解を深め、言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え、児

童の言語活動を充実すること」(『小学校学習指導要領解説総則』：52)と記してある。さらに、国語科

を「言語に関する能力を育成する中核的な教科」(ibid.:53)に位置づけている。「海外から帰国した児童

や外国人の児童の指導」の項が設けられ、異文化をもつ児童の特性を尊重し、そこから学ぶことの重

要性を説いている(ibid.:66f.)。新「学習指導要領」の全面実施は来年４月１日から。今年はその移行期

間になっている。 

 私の手許にある小学４年生理科の教科書の実験風景には、すでに日本の男の子といっしょに白人の

女の子が登場している。さらに、来春から使用される小学校６年生の社会科の教科書には、「日本に住

む外国人が増えるにつれ、その人権保障が議論されています」との記述も現れるとのこと。外国人の

参政権問題にも触れ、日本の生活ルールをポルトガル語などで伝える浜松市のパンフレットも紹介さ

れるという(「日経新聞」2010.4.6.: 14)。 

 国立国語研究所が昨年まとめた『病院の言葉を分かりやすく』は、「医療現場には、痛みなどの感覚、

自覚症状、身体部位などについては、方言でないと的確に表現できない患者さんがたくさん来る」と

解説している。そして「方言を活用した円滑なコミュニケーション」の重要性を強調している(p.97)。

また、裁判員制度の発足を期に日弁連が手がけた「法廷用語の日常語化」の作業は、「法律用語」の民

主化に大きな役割を果たしている。 

 福沢諭吉(1835~1901)の『学問のすすめ』、その第17編「人望論」には「言語を学ばざるべからず」と

ある。つまり「言語を学べ」とした上で、「用ひて不自由なき言葉を用ひずして不自由するは、(é)学

ばざるの罪なり。あるいは書生が、「日本の言語は不便利にして、文章も演説も出来ぬゆゑ、英語を使

ひ、英文を用ふる」なぞと、取るにも足らぬ馬鹿をいふ者あり」と記されている。「英語でないと言い

たいことが言えない」などという前に、日本語という言語をまず学び分かりやすい日本語を使って表

現せよと説いている。 

 また、旧ソビエト連邦の心理学者ヴィゴツキー(Lev Semenovich Vygotsky, 1896~1934)は、『子どもの

知的発達と教授』(柴田義松他訳、1975)において、「外国語の習得は、母語の高次の形式を駆使する道

を踏みならすのである。それは、母語を言語体系の一特殊例として子どもが理解することを可能にす

る」(p.149)と記している。日本語を外国語として観察する力は、他者とのコミュニケーションに役立

つだけでなく、日本語に対する理解をより深めることにもなる。この言語の観察力は「他者と共に生

きる自分への自信」(『小学校学習指導要領解説総則』：52)を育み、国語を含む全教科の言語活動の基

盤ともなるであろう。 

 外国人と共に生きるための、ことばの教育に汗してきた日本語教育。それは、これからの21世紀、

日本の「社会基盤」を築く上で大きな役割を果たすものと信じている。 
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